




























り燃料流出防止施設を設置すること。

ア 溜めます、 側溝等によるものとし、 いずれの場合も 1,500リットル以上の容量を確保で

きるごと。

イ 溜めます、 側溝等が2カ所以上ある場合は、 その合計容量が1,500リットル以上である

ごと。

(5) 待避場所

屋上に緊急用ヘリコフ
゜

タ ーが接近した場合に、 要救助者等が待避する待避場所を次により

設けること。

ア 待避場所は、 緊急離着陸場の直近に設けること。 ただし、 緊急離着陸場をプラットホ ー

ム式とした場合は、 屋上部分とするごとができる。

イ 待避場所から緊急離着陸場に至る部分に段差がある場合は、 容易に接近できるよう階段

等を設けること。

ウ 待避場所には、 別図4に示す待避標識を表示すること。

(6) 消防用設備等

屋上には次により連結送水管、 消火器及び泡消火設備又は粉末消火設備を設置すること。

ア 連結送水管の放水口は単口型とし、 ホ ース2本以上、 噴霧切替ノズル1本の放水用具を

備えた格納箱を設置するごと。

イ 消火器は、 強化液消火器を1本以上設置すること。

ウ 泡消火設備又は粉末消火設備は移動式とし、 消火設備の一のホ ース接続口から着陸帯の

各部分までの水平距離が、 15メ ートル以下となるよう設置するごと。

(7) 連絡装置

着陸帯の直近に、 防災センタ ー等と連絡できる非常電話等連絡装置を設置するごと。

（緊急救助用スベースの設置韮準）

第6条 緊急救助用スペースは、 次の各号に掲げる韮準により設置するものとする。

(1) 大きさ、 構造等

ア 緊急救助用スペースの長さ及び幅は、 原則としてそれぞれ10メ ートル以上とすること。

イ 緊急救助用スペースには、 黄色の夜光塗料又はビーズ入りのトラフィックペイントで緊

急救助用スペースの境界線、 ®の標識、 認識番号、 進入方向及び出発方向を別図5に基づ

き表示するごと。

ウ 床面の強度は、 通常床強度とすること。

工 床面の構造は、 次によること。

(7) プラットホ ー ム式又は通常床式として、 床面は滑り防止策を施すごと。

（イ） 床面の最大勾配は、 消防活動に影粋しない程度とすること。

(2) 夜間照明設備、 脱落転落防止施設、 待避場所及び連絡装置は、 前条の規定に韮づき設置す

るものとする。

（屋上出入口の構造等）

第7条 屋上の出入口は、 次の各号に定める構造とするものとする。

(1) 屋上の出入口は、 避難階段及び非常用の昇降機と有効に通じているごと。

(2) 屋上出入口の扉は、 災害時に防災センタ ー等で一括解錠できる施錠装置又は煙感知器等の















別図4

待避場所等図面

緊急離着陸場等
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汲 。 待避場所の大きさは、緊急離着陸場にあっては

10mX20m以上とし、緊急救助用スペースにあっては□ 5mX10m以上とする。
。待避場所の点線表示は黄色とすること。
。1個の点の大きさは、100mmX 600111D.とすること。

ロ ゜点と点との鴫は、 400mmとすること。

汲爆讃の大きさは、 11 250■X35遍とすること。
。標員の材質は問わない。（床に直に記載してもよい。）
噴色に欝枠とし、文字は欝色とすること。
。文字の大きさは75．角とし、字体は丸ゴシックとすること。
。枠、文字の幅については問わない。




